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委　 任　 状
私共は、韓国の特許法人ムハン（9-2007-100061-4）を代理人として、下記事項に関する権限を委任致します。

１．事件の表示
２．発明（考案）の名称または商品類区分
３．委任事項 

· 上記事件に関する一切の行為 
· 上記事件の変更出願又は分割出願に関する一切の行為 
· 上記事件の諸般の証明の請求行為 
· 上記事件の審査請求、優先審査の申請行為

· 上記事件の特許法第55条の規定による優先権主張またはその取下げ

· 上記事件の拒絶決定又は審判の審決に対する不服審判請求に関する一切の行為 

· 上記事件の出願人の名義変更並びに出願人の表示変更に関する一切の行為 
· 上記事件の登録名義人の表示変更に関する一切の行為 
· 上記事件の復代理人の選任及び解任に関する一切の行為 
· 上記事件の取下げ及び放棄に関する一切の行為 
· 上記事件の特許（商標）権の存続期間の延長（更新）登録出願（申請）及びその取下げ

· 上記件登録の前後に法律及び規則に基づく必要な全ての行為 
20   年    月     日
　　　　　　

住　所

　　　　　　　　　　　　　
　　　委任人

名　称
　　　　　　　　　　　　　
代表者                            （印）
PAGE  
1

